
 

日光市障がい福祉支援マスコットキャラクター きすげ 

©日光市／画：日光観光ＰＲ応援団 一葵さやか 

日光市障がい者計画 

（第４期計画） 

（令和７(2025)年度～令和 11(202９)年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７（２０２５）年３月 

日光市 



 

はじめに 

 

日光市では、令和４年度に「日光市障がい者計画（第３期計画）」を策定

し、これまで「障がいへの理解、啓発及び虐待防止の推進」「地域での自立

生活への支援」「安全・安心な生活環境の推進」「生きがいある生き方への

支援」を基本目標とし、福祉、保健、医療、生活環境の整備など幅広い分

野にわたり、障がい福祉施策を推進してまいりました。 

その間、障がいのある方々を取り巻く環境は大きく変わり、地域で安心し

て暮らすための課題も大きく変化しています。今後、さらなる障がい者施策を充実させるため、令

和７年度から５か年を計画とした「日光市障がい者計画（第４期計画）」を策定しました。 

この計画では「親なき後」に備え、相談支援体制の確保や一人暮らし体験の機会の創出などの取

り組み、また、支援する専門人材の育成や地域で支える体制を構築し、障がいのある方とその家族

が安心して生活できる環境づくりを進めていく施策を盛り込みました。また「SDGｓの推進」の概

念については、本計画から新たに盛り込んだもので、１７のゴールと、本計画の取組みに通じる６

つの目標を記載しております。 

今後は、この計画を福祉関係団体や関係機関と共有し、障がいのある人もない人も、互いに認め

合いながら、ともに生活する社会を目指すほか、全ての人がいきいきと暮らすことができるまちづ

くりを進めてまいりますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、この計画を策定するにあたりご尽力を賜りました日光市障がい者自立支援協議会委員の

皆様をはじめ、アンケート調査やパブリックコメント等で貴重なご意見をいただきました市民の皆

様や関係団体の皆様に、心から感謝申し上げます。 

 

 

 

令和７年３月 

 

日光市長 粉川 昭一 
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第１章 計画の概要と策定の前提 

１．計画策定の背景                             

少子高齢化や核家族化が進み、住民の価値観や生活様式が多様化している現代社会におい

て、障がいのある人もない人も、地域で安心して生活ができる住みやすい街づくりが求めら

れています。 

本市においては、全ての市民が地域の一員としてそれぞれの尊厳を保障し、いきいきと安

心して暮らせるよう、「ソーシャル・インクルージョン※」の理念を基本とした福祉施策を推

進してきました。そして、この共通の基本理念のもとに、「自分らしく・のびやかに共に生き

るまち・にっこう」を目指して平成 19(2007)年に「日光市障がい者計画」を策定しました。

また、令和４年（２０２２）年３月から『市民が“ニッコリ”助け合い、“心を感じるまち”

日光』を基本理念に「日光市障がい者計画（第３期計画）を策定し、本市を訪れる人も含めた

誰もが幸せを感じ、障がいのある人もない人も“ニッコリ”と笑顔で生活し、対話を重ね、心

を感じながら一体となり進んでいけるよう取り組んでまいりました。 

国では、平成 23(2011)年の「障害者基本法」の改正に始まり、「障害者の虐待の予防と早

期発見、及び養護者への支援を講じるための法律」（以下「障害者虐待防止法」という。）、「障

害者自立支援法」の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（以下

「障害者総合支援法」という。）への改正、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調

達の推進等に関する法律」（以下「障害者優先調達推進法」という。）の施行、「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」という。）の成立と「障害者

の雇用の促進等に関する法律」（以下「障害者雇用促進法」という。）の改正、「障がいのある

人が文化芸術を鑑賞・参加・創造するための環境整備やそのための支援を促進するための法

律」（以下「障害者文化芸術活動推進法」という。）の施行、国連における SDGｓ（持続可能

な開発目標）の採択、また、令和 3(2021)年 9 月には、医療的ケア児※の健やかな成長を図

るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることがで

きる社会の実現に寄与することを目的とした「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関

する法律」が施行されるなど、障がいのある人を取り巻く環境及び施策は大きく変化してい

ます。 

こうした新たな国の障がい者施策の動向を踏まえ、本市では「日光市障がい者計画（第３

期計画）」が令和６(202３)年度に終了することから、今後さらなる障がい福祉施策の推進を

図るべく、「日光市障がい者計画（第４期計画）」（以下「本計画」という。）を策定します。 
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※ソーシャル・インクルージョンとは？ 
 

全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげる

よう、社会の構成員として包み支え合う理念のことです。障がいのある人を社会から隔離し

たり排除したりするのではなく、地域の中で助け合って生きていこうという考え方です。 

※医療的ケア児とは？ 
 

医学の進歩を背景として、NICU 等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を

使用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な児童のことです。 
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２．計画の位置づけと期間                                           

（１）計画の法的根拠 

本計画は、障害者基本法第 11 条第 3 項に基づき策定を義務付けられた法定計画であり、

障がいのある人のための施策に関する基本的な考え方や、方向性を定めるためのものです。 

 

■障害者基本法における障がい者計画の位置づけ 

（障害者基本計画等） 

第 11 条第 3 項 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当

該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基

本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

 

（２）他の計画との関連 

本計画は、本市におけるまちづくり計画の上位計画である「総合計画」の個別計画の一つ

であり、総合計画に掲げる日光市の都市像の実現に向け、障がい者施策の観点からその具体

化を図る計画として位置づけます。 

また、障がい者福祉をはじめ児童福祉や高齢者福祉等の福祉に関連する本市の計画を包括

する、「日光市地域福祉計画」との整合を図り、福祉の共通理念のもと福祉施策の推進に向け

た取り組みを行っていく必要があります。 

このため、総合計画との整合性をはじめ、他の関連計画との施策内容と調整を図ったもの

としています。 

 

■計画の位置づけ 

 

  日光市総合計画 

他の関連計画 

 人権関連 

教育関連 

都市整備関連 

防災関連 

情報関連 

その他 

日光市障がい者計画 

日光市子ども・子育て支援事業計画 

日光市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 

日光市健康にっこう 21 計画 

日光市障がい福祉計画・日光市障がい児福祉計画 

日光市地域福祉計画 

国 

障
害
者
基
本
計
画 

県 

⛒
⛋
⚸
障
害
者
✴
❆
❐
21 
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（３）ＳＤＧｓの推進 

 ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals の略）とは、平成 27（2015）年 9 月に国

連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に掲げられた目標で、

17 の大きな目標と、それらを達成するための具体的な 169 のターゲットで構成されていま

す。 

経済、社会、環境の課題を統合的に解決するため、国際社会全体がそれぞれの責任と役割

において行動していくための「道しるべ」として定められ、その基本理念には、世界中の誰

一人取り残さない、持続可能で多様性と包摂性のある社会の形成が掲げられています。 

ＳＤＧｓの目標は、障がいのある人を含めた「誰一人取り残さない」ことであり、17 の目

標のうち 6 つの目標（下記）は本計画の取り組みにも通じるものがあります。よって、本計

画の目標とする「ソーシャル・インクルージョン」の実現を目指し、ＳＤＧｓの目標達成に

も貢献できるよう、計画を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 すべての人に健康と福祉を       4 質の高い教育をみんなに 

 

 

       8 働きがいも経済成長も         10 人や国の不平等をなくそう 

 

 

      11 住み続けられるまちづくりを      16 平和と公正をすべての人に 
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（４）計画の期間 

本計画の期間は令和７(202４)年度から令和１１(202９)年度までの５年間とします。 

なお、今後の制度改革の動向や社会情勢の変化等に柔軟に対応できるよう、必要に応じて

見直しを行うものとします。 

 

[障がい福祉分野に関連する市の計画 ] 
 
平成30 
(2018) 
年度 

令和1 
(2019) 
年度 

令和2 
(2020) 
年度 

令和3 
(2021) 
年度 

令和4 
(2022) 
年度 

令和5 
(2023) 
年度 

令和6 
(2024) 
年度 

令和7 
(2025) 
年度 

令和8 
(2026) 
年度 

令和9 
(2027) 
年度 

令和10 
(2028) 
年度 

令和11 
(2029) 
年度 

   

 

    

 

   

         

   

 

  

 

  

 

  

   

 

 

 
  

※障がい福祉計画・障がい児福祉計画とは？ 
 

国の基本指針に基づき、障がいのある人 又は障がいのある児童の地域生活を支援するため

のサービス基盤等に係る成果目標を設定するとともに、サービスの必要量を見込み、その提

供体制の確保を図るための計画であり、障がい者計画の実施計画にあたる計画です。 

それぞれ、障害者総合支援法第 88 条に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第 33

条の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」にあたり、障がい者計画の実施計画に相当する計

画です。 

障がい者計画 

（第 3 期） 

障がい福祉計画 

（第 6 期） 

障がい者計画 

（第 2 期） 

障がい福祉計画 

（第 5 期） 

障がい福祉計画 

（第 8 期） 

（予定） 

障がい福祉計画 

（第 7 期） 

障がい者計画 

（第 4 期） 

障がい児福祉計画 

（第 1 期） 

障がい児福祉計画 

（第 2 期） 

障がい児福祉計画 

（第 3 期） 

障がい児福祉計画 

（第 4 期） 

（予定） 
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※社会的障壁とは？ 
 

 障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送るうえで支障となる事柄を示します。 

（通行しにくい道路、利用しにくい制度、障がいのある人を意識していない習慣や文化など、

障がいのある人への偏見など） 

３．計画の対象者と用語の使い方                   

本計画の障がいのある人の範囲は、身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がい※、

高次脳機能障がい※を含む。）、難病その他の心身の機能に障がいのある人で、障がい及び社会

的障壁※により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を対象と

します。 

また、障がいの有無を問わず、障がいや障がいのある人に対する理解や支援等の促進を図

るため、対象者は全市民とします。 

なお、本計画では、法律上の名称や慣用的な表現などを除き、「障害」を「障がい」、「障害

者」を「障がいのある人」として表記し、本計画の「児童」については、乳児・幼児を含めた

18 歳以下の人としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高次脳機能障がいとは？ 
 

病気や交通事故など、様々な原因によって脳に損傷をきたしたために生ずる、言語能力や

記憶能力、思考能力、空間認知能力などの認知機能や精神機能の障がいです。 

身体障がいを伴わない場合も多いため、外見上では分かりにくいことから、周囲の理解が

得られにくく、日常生活や社会生活上で困難を感じることがあります。 

※発達障がいとは？ 
 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障

がい、その他これに類する脳機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において発現す

るものとして政令で定めるものをいう。（発達障害支援法第 2 条より） 
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第２章 日光市の障がいのある人の現状と課題 

１．統計からみる市の現状                        

（１）人口と世帯の状況 

人口についてみると、令和６(2024)年で 75,961 人となっており、令和 2(2020)年と比

べると 5,020 人減少しています。 

世帯数及び一世帯人員の推移についてみると、世帯数は概ね横ばいとなっており、令和

6(2024)年で 36,446 世帯となっています。一方で、一世帯あたりの人数は年々減少してい

ることから、世帯の小規模化が進んでいることがうかがえます。 

 

■人口の推移 

 

資料：住民基本台帳（各年 4 月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

80,981 79,820 78,313 77,153 75,961

男性 39,591 39,051 38,279 37,754 37,178

女性 41,390 40,769 40,034 39,399 38,783

36,544 36,610 36,368 36,404 36,446

2.22 2.18 2.15 2.12 2.08

区分

総人口

世帯数

１世帯あたりの人口
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（２）障害者手帳所持者の状況 

障害者手帳所持者数についてみると、令和 2(2020)年から令和 6(2024)年にかけて減少

しています。 

障がいの種別をみると、身体障害者手帳所持者は減少しているものの、療育手帳所持者は 

5 年間で 45 人、精神障害者保健福祉手帳（以下、精神障害者手帳という。）所持者は 106 人

増加しています。 

障害者手帳所持者数の対人口比についてみると、3 種障害者手帳の所持者は令和６年で

6.44％となっています。総人口の減少から、今後も増加していくことが予想されます。 

 

■障害者手帳所持者数の推移   

 

資料：日光市社会福祉課（各年 4月 1 日現在） 

 

  

区　分
令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

身体障害者手帳 3,827 3,643 3,540 3,546 3,377

療育手帳 799 823 807 822 844

精神障害者保健福祉手帳 566 597 584 617 672

合　計 5,192 5,063 4,931 4,985 4,893

総人口 80,981 79,820 78313 77153 75961

対人口比（％） 6.41% 6.34% 6.30% 6.46% 6.44%
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（３）身体障がいのある人の状況 

身体障害者手帳所持者についてみると、令和 6(2024)年は 3,377 人で令和 2(2020)年に

比べると、450 人減少となっています。 

手帳所持者の高齢化率をみると、76.52%と高齢化の影響がうかがえます。 

部位別構成をみると、肢体不自由が最も多く、次いで内部障がい※が多くなっています。 

等級別構成では、重度者である 1 級が最も多く、次いで 4 級が多くなっています。 

 

■身体障がいのある人の年齢別構成    

 
資料：日光市社会福祉課（各年 4月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

区　分
令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

１８歳未満 36 38 35 31 30

１８歳～６４歳 879 847 837 803 763

６５歳以上 2,912 2,758 2,668 2,712 2,584

合　計 3,827 3,643 3,540 3,546 3,377

総人口 80,981 79,820 78,313 77,153 75,961

対人口比 4.73% 4.56% 4.52% 4.60% 4.45%

手帳所持者の高齢化率（％） 76.09% 75.71% 75.37% 76.48% 76.52%

※内部障がいとは？ 
 

心臓機能障がい、呼吸器機能障がい、じん臓機能障がい、肝臓機能障がい、ぼうこう・直腸

機能障がい、小腸機能障がい及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいのことです。 
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■身体障がいのある人の部位別構成 

 
資料：日光市社会福祉課（各年 4月 1 日現在） 

 

■身体障がいのある人の等級別構成  

資料：日光市社会福祉課（令和 6年 4月 1 日現在） 

 

 

区　分
令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

視覚 270 265 268 277 274

聴覚・平衡 360 337 318 315 282

音声・言語・そしゃく 43 41 43 42 43

肢体不自由 1,746 1,658 1,587 1,560 1,480

内部 1,230 1,170 1,156 1,182 1,139

複合 178 172 168 170 159

合　計 3,827 3,643 3,540 3,546 3,377

区分 1級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計

１８歳未満 13 7 5 1 4 0 30

１８歳～６４歳 255 150 83 152 61 62 763

６５歳以上 864 321 355 676 166 202 2,584

計 1,132 478 443 829 231 264 3,377
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（４）知的障がいのある人の状況 

療育手帳所持者数についてみると、令和 2(2020)年以降増加傾向にあり、過去 5 年間で

45 人増加しており、等級別構成では軽度（B2）が最も多くなっています。 

 

 

■知的障がいのある人の年齢別構成    

 
資料：日光市社会福祉課（各年 4月 1 日現在） 

■知的障がいのある人の等級別構成 

 

     資料：日光市社会福祉課（令和 6年 4月 1 日現在） 

  

区　分
令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

１８歳未満 152 149 155 154 156

１８歳～６４歳 554 574 567 584 605

６５歳以上 93 100 85 84 83

合　計 799 823 807 822 844

区分
A1

（最重度）
A2

（重度）
A

B1
（中度）

B2
（軽度）

B 合計

１８歳未満 12 27 0 27 90 0 156

１８歳～６４歳 105 124 0 179 196 1 605

６５歳以上 10 42 0 22 9 0 83

合計 127 193 0 228 295 1 844
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（５）精神障がいのある人の状況 

精神障害者手帳所持者数についてみると令和 6(2024)年は 661 人で、令和 2(2020)年に

比べると 95 人増加となっています。 

等級別構成をみると 2 級が最も多くなっていますが、1 級の手帳所持者は過去 5 年で 7 人

の減少、3 級は 67 人の増加となっております。 

自立支援医療（精神通院）※受給者数の推移をみると、令和 6(2024)年は 934 人であり、

横ばいの人数構成となっております。 

このことから、日常生活の中で生じてくる様々な問題や出来事、新型コロナウィルスの感

染拡大に伴う日常生活様式の変化などによるストレスなどから、心の健康に問題のある人が

増えていることが要因と考えられます。 
 

■精神障がいのある人の等級別構成 
 

 
資料：日光市社会福祉課（各年 4月 1 日現在） 

     

  

区　分
令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

１級 122 126 95 103 115

2級 345 349 313 349 380

３級 99 122 158 149 166

合　計 566 597 566 601 661

総人口 80,981 79,820 78,313 77,153 75,961

対人口比（％） 0.70% 0.75% 0.72% 0.78% 0.87%



13 

 

 

■精神障がいのある人の年齢別構成  

 
資料：日光市社会福祉課（令和 6年 4月 1 日現在） 

 

■自立支援医療（精神通院）受給者数の推移 
 

 

資料：日光市社会福祉課（各年 4月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

  

区分 1級 ２級 ３級 合計

１８歳未満 2 10 3 15

１８歳～６４歳 83 313 138 534

６５歳以上 30 57 25 112

合計 115 380 166 661

区　分
令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

自立支援医療（精神通院） 868 1,005 911 921 934

対人口比（％） 1.07% 1.26% 1.16% 1.19% 1.23%

※自立支援医療（精神通院）とは？ 
 

自立支援医療とは、心身の障害に対する医療費の自己負担を軽減する公的な制度です。そ

の中でも精神通院医療とは、うつ病や統合失調症などの精神疾患の診断があり、通院による

継続的な治療が必要な人が申請・利用できる制度です。 
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（６）指定難病患者見舞金支給者数 

指定難病特定医療費受給者証及び小児慢性特定疾患医療費受給者証をお持ちの方で、日光

市指定難病患者見舞金（以下、指定難病見舞金という。）の支給を受けている人は令和５(202

３)年は６８１人となっており、令和２(２０２０)年と比べ大きな変動はなく２８名増加とな

っています。 

特定疾患の対象は、指定難病と小児慢性特定疾病であり、令和６(202４)年 4 月現在、指

定難病は 3４１疾病、小児慢性特定疾病は７８８疾病となっています。 

 

■指定難病患者見舞金支給者数の推移 

 

    資料：日光市社会福祉課（各年度 3 月 31 日現在の日光市指定難病患者見舞金支給数） 

 

  

区　分
令和２年
(2020)

令和３年
(2021)

令和４年
(2022)

令和５年
(2023)

令和６年
(2024)

１８歳未満
（小児慢性特定疾病）

63 60 50 51 -

１８歳以上
（指定難病）

590 573 632 630 -

合　計 653 633 682 681 -
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２．アンケート調査からみる障がいのある人の現状                     

（１）調査の概要 

① 調査の目的 

「日光市障がい者計画（第４期計画）」を策定するにあたり、市内の障がいのある人の実情

やニーズ等から「日光市障がい者計画（第３期計画）」の成果と課題を把握し、施策方針を定

める際の基礎データとして活用するため、アンケート調査を行いました。 

 

② 調査時期及び方法 

○調査地域：日光市全域 

○調査対象：障害者手帳所持者 1,800 人・指定難病患者 200 人（無作為抽出） 

○調査期間：令和６(202４)年３月４日～３月 1９日 

○調査方法：郵送配布・郵送回収及びＷｅｂ回答による調査 

 

③ 回収結果 

配布件数 回収件数 回収率 

2,000 件 1,000 件 50.0％ 

 

④ 報告書の見方 

・回答結果の割合（％）は有効サンプル数（集計対象者総数）に対して、それぞれの回答数

の割合を小数点以下第 2 位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢

から 1 つの選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答（複数の選択肢から 2 つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択

肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が 100.0％

を超える場合があります。 

・図表中において、「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の 

判別が著しく困難なものです。 
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（２）調査結果（抜粋） 

①手帳所持者について 
 

障害者手帳・受給者証についてみると、「身体障害者手帳」が 67.9％と最も多く、次いで

「指定難病特定医療費受給者証」が 15.0％、「精神障害者保健福祉手帳」が 8.5％、「療育手

帳」が 4.6％となっています。 

 

 

 

日光市は暮らしやすいと思うかについてみると、「どちらかというと暮らしやすい」が

51.1%と最も多く、次に「どちらかというと暮らしにくい」が 27.2%、「とても暮らしやす

い」が 6.1%となっており、全体でみると、5 割以上の方に、概ね暮らしやすいと評価してい

ただいております。 
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②住まい・暮らしについて 
 

福祉サービスに関する情報についてみると、「あまり伝わってこない」が 44.5％と最も多

く、次いで「伝わってきている」が 26.9％、「伝わってこない」が 21.3％となっています。 

障がい種別にみると、いずれの障がいも「あまり伝わってこない」が最も多くなっていま

す。 

 

地域で生活するために必要な支援についてみると、「経済的な負担の軽減」が 22.8％と最

も多く、次いで「在宅で利用できるサービスの充実」が 17.1％、「相談支援サービスの充実」

が 15.1％となっています。 

障がい種別にみると、いずれの障がいにおいても「経済的な負担の軽減」が最も多くなっ

ています。 
 

 

伝
わ
っ
て
き
て

い
る 

あ
ま
り
伝
わ
っ

て
こ
な
い 

伝
わ
っ
て
こ
な

い 不
明
・
無
回
答 
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③介護について 
 

支援者の年齢についてみると、「70～79 歳」が 18.8％と最も多く、次いで「60～69 歳」

が 16.9％、「50～59 歳」が 11.9％となっています。 

障がい種別にみると、身体障がいでは「70～79 歳」が最も多く、知的障がいでは「40～

49 歳」が、精神障がいでは「60～69 歳」が、難病患者は「50～59 歳」が最も多くなって

います。 

 

支援者について感じていることについてみると、「支援者自身の健康に不安がある」が

11.5％と最も多く、次いで「緊急時の対応に不安がある」が 11.4％、「経済的な負担が大き

い」が 9.9％となっています。 

障がい種別にみると、身体障がいでは「支援者自身の健康に不安がある」、知的障がいでは

「緊急時の対応に不安がある」、精神障がいでは「経済的な負担が大きい」、難病患者では「経

済的な負担が大きい」が最も多くなっています。 
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④教育・療育について 
 

学校・園生活における問題点についてみると、「特にない」が 61.1％と最も多く、次いで

「通学・通園の移動が困難」「児童・生徒（その保護者）の理解が不十分」が 11.１％となっ

ています。 

障がい種別にみると、全てにおいて「特にない」が最も多くなっています。 

 

卒業後の進路希望についてみると、「まだ考えていない」が 28.6％と最も多く、次いで「そ

の他」が 21.4％、「上級学校に進学したい」が 17.9％となっています。 

障がい種別にみると、身体障がいでは「まだ考えていない」、知的障がいでは「その他」、精

神障がいでは「企業などへ就職したい」、難病患者では「訓練や作業指導を受けられる施設に

通いたい」と「入所して、訓練などを受けたい」を除く項目で同率となっています。 
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⑤仕事・経済面について 
 

現在働いているかについてみると、「働いていない」が 56.６％、「働いている（作業所など

を含む）」が 25.8％となっています。 

障がい種別にみると、すべての障がいで「働いていない」が「働いている（作業所などを含

む）」を上回っています。 

 
 

 
 

 

 

働
い
て
い
る

（
作
業
所
な

ど
を
含
む
） 

働

い
て
い
な

い 不
明
・
無
回
答 

 

一
般
の
会
社
や
団
体
で

働
い
て
い
る 

通
所
施
設
や
作
業
所
な

ど
で
働
い
て
い
る 

自
営
業
や
農
業
、
家
業

な
ど
を
手
伝
っ
て
い
る 

内
職
な
ど
、
自
宅
で
で

き
る
仕
事
を
し
て
い
る 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 
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今後希望する働き方についてみると、「働きたいとは思わない」が 20.5％と最も多く、次

いで「一般の会社や団体で働きたい」が 14.7％、「障がいが重く、働くことはできない」が

12.3％となっています。 

障がい種別にみると、身体障がいでは「働きたいとは思わない」が、知的障がいでは「通所

施設や作業所などで働きたい」が、精神障がいでは「一般の会社や団体で働きたい」がそれ

ぞれ最も多くなっています。 

生活を支えている収入についてみると、「老齢・厚生・障がいなど、各種年金」が 43.4％

と最も多く、次いで「家族の給与・親戚などの援助」が 15.9％、「勤務先からの給料」が 15.6％

となっています。 
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⑥日中の過ごし方について 
 
日中の過ごし方についてみると、「自宅や入所施設で過ごしている」が 25.2％と最も多く、

次いで「自営業や会社などで仕事をしている」が 16.9％、「治療やリハビリを受けている」

が 13.9％となっています。 

障がい種別にみると、身体障がいと精神障がいでは「自宅や入所施設で過ごしている」が

最も多く、知的障がいでは「自宅や入所施設で過ごしている」「自営業や会社などで仕事をし

ている」が、難病患者では「自営業や会社などで仕事をしている」が最も多くなっています。

 

 

⑦スポーツ・運動について 
 

スポーツや運動の実施についてみると、「していない」が 77.0％と多くなっています。 

障がい種別にみると、いずれの障がいも「していない」が 7 割以上を占めています。 

 

 

し

て

い

る 

し

て

い

な

い 

不

明

・

無

回

答 
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スポーツや運動をしない理由についてみると、「高齢のため」が 24.3％と最も多く、次い

で「障がいが重く、行動に制限がある」が 19.7％、「特に理由はない」が 12.6％となってい

ます。 

障がい種別にみると、知的障がいと難病患者では「障がいが重く、行動に制限がある」が、

身体障がいでは「高齢のため」が、精神障がいでは「スポーツ・運動が好きではない」がそれ

ぞれ最も多くなっています。 

 

 

⑧安心して暮らせるまちづくりについて 
 

緊急時に支援してほしいことについてみると、「必要な治療や薬を確保してほしい」が

14.7％と最も多く、次いで「災害情報を知らせてほしい」が 13.4％、「避難場所の設備（ト

イレ・段差など）を整備してほしい」が 11.8％となっています。 

障がい種別にみると、身体障がい・精神障がい・難病患者では「必要な治療や薬を確保し

てほしい」が、知的障がいでは「避難場所で障がいの内容、程度に応じた支援をしてほしい」

がそれぞれ最も多くなっています。 
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住みよいまちづくりのために必要なことについてみると、「何でも相談できる窓口をつくる

など、相談体制の充実」が 14.2％と最も多く、次いで「サービス利用の手続きの簡素化」が

13.6％、「在宅での生活や介助をしやすくするための保健・医療・福祉のサービスの充実」が

10.1％となっています。 

障がい種別にみると、身体障がい、知的障がい・精神障がいでは「何でも相談できる窓口

をつくるなど、相談体制の充実」が、難病患者では「サービス利用の手続きの簡素化」がそれ

ぞれ最も多くなっています。 
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⑨権利擁護について 
 

障がいに対する周囲の人の理解についてみると、「どちらともいえない」が 38.7％と最も

多く、次いで「理解が深まってきていると思う」が 27.8％、「理解が深まっているとは思わ

ない」が 23.7％となっています。 

 

 
成年後見制度の認知度についてみると、「名前を聞いたことはあるが、内容は知らない」が

32.8％と最も多く、次いで「名前も内容も知っている」が 30.0%、「名前も内容も知らない」

が 29.3％となっています。 

障がい種別にみると、身体障がいでは「名前を聞いたことはあるが、内容は知らない」、知

的障がいと精神障がいでは「名前も内容も知らない」、難病患者では「名前も内容も知ってい

る」が最も多くなっています。  

 
  

 

名
前
も
内
容
も
知
っ

て
い
る 

名
前
を
聞
い
た
こ
と

は
あ
る
が
、
内
容
は

知
ら
な
い 

名
前
も
内
容
も
知
ら

な
い 

不
明
・
無
回
答 
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成年後見制度の活用意向についてみると、「わからない」が 36.4％と最も多く、次いで「活

用したいと思わない」が 27.3％、「今は必要ないが、将来は必要に応じて活用したい」が

25.8％となっています。 
 

 

  

す
で
に
活
用
し
て
い
る 

今
は
必
要
な
い
が
、
将
来
は
必

要
に
応
じ
て
活
用
し
た
い 

活
用
し
た
い
と
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

不
明
・
無
回
答 

 



27 

 

 

障害者差別解消法の認知度についてみると、「名前も内容も知らない」が 57.3％と最も多

く、次いで「名前を聞いたことはあるが、内容は知らない」が 26.0％、「名前も内容も知っ

ている」が 9.4％となっています。 

障がい種別にみると、いずれの障がいも「名前も内容も知らない」が最も多くなっていま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名
前
も
内
容
も
知
っ
て
い
る 

名
前
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
、
内
容
は
知
ら
な
い 

名
前
も
内
容
も
知
ら
な
い 

不
明
・
無
回
答 
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⑩その他のご意見 

（身体障がいの人） 

・市から積極的に障がい者に対して情報を提供してほしい。もしくはわかりやすく情報を

入手できるネットワークを作ってほしい。 

・様々な問題に対して、ＳＯＳを行政に対して伝えられるようなシステムを具体的に作っ

てほしい。 

・障がい者に対する就労機会を充実してほしい。差別、偏見のない社会を目指し、事業に

取り組んでほしい。 

・視覚障害者が入れる施設（老人ホーム等）を整備してもらいたい。 

・福祉課の職員に、相手の立場に立った対応をしてもらいたい。 

・将来親自身も介護が必要になった時に自身も介護を受けながら、重い障がいのある我が

子も近くで見守れるような施設があったらいいなと思います。 

・障がい者用駐車スペースを一般の方が利用していて困る。 

・タクシー券の増額、ガソリン券との選択ができるようにしてほしい。 

（知的障がいの人） 

・親がいなくなった時に一人で生きていくための支援を相談できるようにしてほしい。 

・親なき後の安定した生活の場の十分な確保をお願いしたい。 

・学校でのことを相談できる窓口をつくってほしい。 

（精神障がいの人） 

・病気に対する理解を深めてほしい。 

・精神障害者の家族は結構生活面で大変なことは多い。 

・地域活動支援センターをつくってほしいです。(充実させてほしいです)以前住んでいた

場所には近くに上記の施設があり、利用も無料でした。精神の障害はなかなか理解されな

い事が多く、不安感等から自宅にこもりがちです。相談員さんのいる窓口+フリースペース

選べるプログラム活動+就労支援が一つになった施設があれば、一歩を踏み出していける

人が増えると感じています。運営をして下さる福祉法人さんの誘致などが必要なのかと思

いますがご検討していただけたらと思います。よろしくお願いします。 

・身体障害者への配慮は感じられますが、精神障害者は無視されているのが現状です。 

・障害者が働ける会社が少ないと思います。 

（難病患者） 

・障害者でも理解ある職場が増えるといいと思います。また病院までの交通手段がもっと

あるといいと思います。 

・難病の認定手続きを簡素化してほしい。 
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３．第３期計画の現状と課題                                         

令和３(2021)年度から令和６(2024)年度の４年間を計画期間とする「日光市障がい者計

画（第３期計画）」の内容について、基本目標の現状と課題をとりまとめました。 

 

〔基本目標１〕「障がい」への理解、啓発及び虐待防止の推進            

【現状】 

障がいのある人への理解を促進するため、障がい者文化芸術展を開催したり、研修等

を通じた福祉教育・人権教育の推進を行いました。また、事業者等に、合理的な配慮※の

提供を行うことを支援することで、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目

的に、日光市合理的配慮の提供の支援に係る助成金交付要綱を平成 30(2018)年 8 月 1

日に施行し、点字メニュー作成等のコミュニケーションツール作成事業、折りたたみ式

スロープの購入などの物品購入事業等に助成金を交付しました。 

東京都が作成し栃木県でも導入して発行している、障がいのある人などが困った時に

必要な支援や配慮を周囲の人に伝えるためのヘルプマークや、日光市で作成しているヘ

ルプカードを配布しました。その他、栃木県の事業である、障がいのある人などの歩行

に配慮するための、おもいやり駐車スペース利用証を交付しました。 

日光市障がい者虐待防止センターでは、24 時間体制で虐待に関する通報や届出の受

理、支援などを通じ、虐待の未然防止や早期発見を行いました。 

 

【課題】 

障がいのある人への不当な差別的扱いの禁止と合理的配慮の提供を定めた「障害者差

別解消法」について、アンケート結果を見ると半数の人が「知らない」となっているた

め、市民の障がいに対する理解促進や、合理的配慮と差別に関する周知が必要となりま

す。 

おもいやり駐車スペースの利用については、駐車場を必要とする障がいのある人が、

車を止められず困っている状況がみられます。おもいやり駐車スペースの利用マナーの

向上のための広報活動や、利用証の使用についての適切な周知が必要となります。 

また、成年後見人制度については、広報紙や相談時に周知していますが、認知度は低

く、啓発や広報活動に取り組まなければなりません。また、障がいのある人への虐待の

未然防止に向けた意識啓発が求められるなど、障がいのある人の権利擁護についても、

引き続き取り組む必要があります。 
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※合理的配慮とは？ 
 

障がいのある人の人権が、障がいのない人と同じように保証されるとともに、教育や就業、

その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障がい特性や困りごとに合わせ

て行われる配慮のことです。 

行政や事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、

何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応

すること（事業者は対応に努めること）を求められています。 
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〔基本目標２〕地域での自立生活への支援      

【現状】 

通院が必要な重度の障がいのある人へ、経済的負担を軽減するために医療費の助成を

行ったり、障がいのある人の暮らしを支援するため、日常生活に必要な用具を購入する

費用を助成しました。また、指定難病特定医療費受給者証及び小児慢性特定疾患医療費

受給者証をお持ちの方には、指定難病見舞金を支給しました。 

障がいのある人やご家族、支援者からの相談窓口として「日光市障がい者相談支援セ

ンター」を設置し、平成 30(2018)年 4 月には「日光市障がい者基幹相談支援センター
※」を整備し、福祉に関するさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障がい福

祉サービスなどの利用支援を行うとともに、関係機関との連絡調整を行い、地域におけ

る生活を支援し、自立支援や社会参加などのサポートを行いました。また、障がいのあ

る人の「親亡き後」への不安の対応や、多様化するニーズに的確に対応するため平成

29(2017)年 12 月に「日光市地域生活支援拠点※」を整備し、相談体制や緊急短期入所

などに対応しました。 

障がいのある人の就労に関しては、福祉サービス施設などに通所する在宅の障がいの

ある人に対して、通所に要する費用を助成することで経済的な負担を軽減し、障がいの

ある人の自立と社会参加の促進につなげました。また、障がい者就労支援施設に対する

業務の発注などを積極的に推進している企業や団体を「日光市障がい者就労支援施設協

力企業」と認定し、表彰をしました。 

【課題】 

障がい者相談支援センターを設置し相談事例などに対応していますが、高齢化や障害

者手帳所持者の増加に加え、発達障がいや高次脳機能障がい、難病を抱えている人など、

障がいの種類は多様化してきています。さらなる、相談支援専門員のスキルアップが必

要となってきます。 

障がいのある人の雇用に関しては、令和 3(2021)年 3 月から「障害者の雇用の促進等

に関する法律（障害者雇用促進法）」により障がいのある人の法定雇用率が引き上げにな

り、障がいのある人の働く場所が拡充されましたが、まだ雇用率は低く、障がいのある

人の就労意欲を尊重しながら、雇用率の向上につながる支援が必要となります。また、

福祉的就労（就労継続支援 A 型及び B 型）での賃金や工賃はまだまだ低額のため、今後

は福祉的就労の場における新たな商品開発や、共同受注、販路の拡大などの支援も必要

になります。 

   地域生活支援拠点については、親亡き後に備え、入所施設や自宅で暮らす障がいのあ

る人の自立生活を推進するため、グループホーム等の体験の機会や場の提供を整備しま

したが、利用者はまだ少なく、今後も周知を図ってまいります。 
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※基幹相談支援センターとは？ 
 

相談支援の中核的な役割を担う機関として、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して

暮らしていけるよう、障がいの種別に関わらず、総合的・専門的な相談や情報提供・助言、

障がい福祉サービス事業所や関係機関などとの連絡調整等を行います。 

※地域生活支援拠点とは？ 
 

障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に沿って、

地域で障がいのある人やその家族が安心して生活するため、相談の受付、緊急時の受入れ、

体験の機会、人材の確保・育成、地域の体制づくり等を実施する施設です。 
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※NET１１９とは？ 
 

１１９番通報が困難な聴覚・言語機能に障がいのある人が、スマートフォンなどから通報

用 Web サイトにアクセスして（事前登録制度）、円滑に通報できるシステムです。 

〔基本目標３〕安全・安心な生活環境の推進 

【現状】 

市では、障がいのある人や高齢者の避難行動要支援者名簿への登録を推進しており、

名簿登録に同意いただいた方の情報を、民生委員、自治会、自主防災組織、警察、消防機

関など、いざというときに避難を支援してくれる方に提供しました。避難行動要支援者

名簿に登録することで、災害時の避難連絡や避難誘導に関する支援が受けられること、

また平常時にも支援者との交流が生まれることや、防災や避難に関する情報を受けやす

くなることなど、安全・安心な生活につながります。 

平成 30(2018)年 4 月 1 日に、手話が言語であるとの認識に基づき、手話を使用する

ことができる環境を整えることにより、全ての人が心を通わせ、理解し合える地域社会

の実現を目指し「日光市手話言語条例」を施行しました。手話を身近に感じてもらえる

よう、毎月季節にあった手話を広報紙に掲載し、手話への理解や普及などに取り組みま

した。意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がいのある人には手話通訳者を派遣し、

また日光市議会では、手話通訳を希望する方から事前に申し込みがあれば手話通訳者を

配置するなど、意思疎通支援を実施しました。また、聴覚や発話に障がいのある人に対

して、緊急時に携帯電話から簡単に１１９番通報ができる NET１１９※の普及に努めま

した。 

また、障がいのある人が安心して移動できるように、市内にある福祉事業所と共同で

日光バリアフリーマップを作成し配布しました。バリアフリーマップは、障がいのある

人だけではなく、観光客や高齢の方、お子様連れの方にも利用していただきました。 

その他、感染対策のため市内の福祉事業所に手指消毒液など衛生物品を提供しました。 

 

【課題】 

災害が迫ってきてからの避難は危険が伴います。災害時にスムーズに避難支援を受け

られるように、事前に避難行動要支援者名簿への登録をお願いしていますが、なかには

同意が得られない場合があります。災害に対する大切な備えとして、名簿登録率を上げ

る必要があります。NET１１９については周知不足なところもあるので、今後も周知を

図ってまいります。 

手話言語条例については、アンケート調査のご意見に「手話言語条例を活かしてほし

い」とありました。日光市手話言語条例の基本理念に基づき、手話に対する理解促進及

び普及のため、啓発活動や、手話を学びやすい環境を整備する必要があります。 
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〔基本目標４〕生きがいのある生き方への支援 

【現状】 

支援が必要な児童を把握するため、健康課が実施する乳幼児健診、幼児相談等の母子保

健事業により、支援が必要な児童の早期発見に努めています。健診や様々な機会を通じて

保護者へ寄り添いながら特性を理解してもらうことで、必要な療育につなぐことが出来る

よう支援しています。また、こども発達支援センターつばさ園において、ことばや発達に

遅れのみられる就学前の児童に対して、幼少期から発達支援を行っています。児童生徒の

学びについては、本人及び保護者、学校や教育委員会とで適切な学びの場を検討すること

により、特別支援学級などで指導を行っています。 

障がいのある人や家族間の親睦の機会の創出と、障がい者福祉の向上を図り障がい者団

体の活性化に向けた支援を行うため、事業に係る経費の一部を補助し、世界的・全国的な

規模のスポーツ大会に出場する方には激励金を贈呈しています。 

また、重度の障がいのある人の日常生活や社会参加を支援するためタクシー券を配付し、

障がいのある人の行動範囲の拡大を図りました。 

 

【課題】 

支援が必要な児童の行動やコミュニケーションの障がいは、疾患や障がいの中でも、保

護者が受け入れることの難しさがあるため、今後も細やかなサポートが必要となります。   

児童生徒の学校教育終了後、相談支援事業者や障がい福祉関係機関等との連携が課題と

なりますが、切れ目のない支援を行うために、どのような手続きが必要なのかなど不透明

な部分があるため、ライフステージに応じたガイドブックの作成や、連携体制の強化が必

要となります。 

生きがいづくりなどのため、県内の身体・知的障がい者を対象とした「栃木県障害者ス

ポーツ大会」や「県障害者文化祭（カルフルとちぎ）」が開催されますが、日光市からの参

加者は少ない状況です。今後も周知を図ってまいります。 
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第３章 計画の理念と体系 

１．基本理念                             

本市におけるまちづくり計画の上位計画である「第 2 次日光市総合計画」では、障がい者

福祉の分野において、住みなれた地域で安心して暮らせるまちづくりを目標に掲げ、障がい

のある人もない人も、地域のなかで共に参画しながら、いきいきと安心して暮らせるよう、

「ソーシャル・インクルージョン」の理念に基づいたまちづくりを目指しています。 

また、本市の福祉に関連する計画を包括する「第 3 期日光市地域福祉計画・第 3 期日光市

地域福祉活動計画」では、市民同士が自主的に地域活動に参加し、住み慣れた地域で幸せを

感じて“ニッコリ”と笑顔で生活し、また、市民同士の地域のふれあいと、日光市の未来を描

き発展させていくまちづくりを、市民の皆さんと市が対話を重ね、心を感じながら一体とな

って進めていくことをイメージし、「市民が“ニッコリ”助け合い、“心を感じるまち”日光」

を基本理念として設定しています。 

そこで、「第 2 次日光市総合計画」における「ソーシャル・インクルージョン」の考え方を

基本とした上で、「第 3 期日光市地域福祉計画・第 3 期日光市地域福祉活動計画」との整合

性を図り、本市を訪れる人も含め、誰もが幸せを感じ、障がいのある人もない人も“ニッコ

リ”と笑顔で生活し、対話を重ね心を感じながら一体となり進んでいけるよう、本計画の基

本理念を第３期計画と同様に次のとおり定めます。 

 

 

 

 

  

市民が“ニッコリ”助け合い、“心を感じるまち”日光 
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２．施策の体系                            

 

 
 

  

  
基本目標１ 「障がい」への理解、啓発及び虐待防止の推進 

基本目標２ 地域での自立生活への支援 

基本目標３ 安全・安心な生活環境の推進 

基本目標４ 生きがいある生き方への支援 

（１）りかい 理解・啓発活動の推進 

基本理念 市民が“ニッコリ”助け合い、“心を感じるまち”日光 

（２）まもる 差別解消・権利擁護の推進 

（１）けんこう 保健・医療の支援 

（３）くらし  福祉サービスの支援 

（２）そうだん 相談の支援 

（５）おかね  経済的負担の支援 

（１）あんしん・みまもり 防災・見守り体制の推進 

（２）いどう・つながり  情報提供・意思疎通の推進 

（１）きづく・つながる 早期発見・早期療育の支援 
 

（４）はたらく 就労の支援 

（３）いきがい     交流・生きがいの支援 

（２）まなび・そだてる  保育・教育の支援 
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第４章 計画の内容 

基本目標１ 「障がい」への理解、啓発及び虐待防止の推進         

【基本方針】 

障がいのある人が地域で安心して生活できるよう、様々な障がいに対する理解の促進と、

差別の解消、合理的配慮の提供、障がいの有無にかかわらず、市民が互いに人格と個性を尊

重し合う地域を築きます。 

また、障がいのある人に対する虐待を未然に防止するための意識啓発に努めるとともに、

虐待を早期に発見するためのチェック機能を強化し、迅速な対応を行います。 

 

【推進に向けた取り組み】 

（１）りかい《理解・啓発活動の推進》 

■ 広報やホームページを通じた障がいに関する情報提供 

広報にっこうや市のホームページに、障がい福祉に関することや、障がい者団体に関

する記事を掲載し、啓発・広報に努めます。また、広く市民に向け「障がい」に関する情

報提供を行うとともに、障がい者文化芸術展や障がい者週間などにおいて、啓発活動を

推進します。 

■ 学校における福祉教育の推進 

学校現場における障がいの理解を深めてもらうよう、情報発信してまいります。 

■ 市役所職員の福祉教育の徹底 

障がい福祉関係の職場研修を実施し、障がいに対する理解を深め、職員の質の向上に

努めます。 

■ パンフレット等の配布による啓発 

障がい福祉サービスの制度や内容等について、パンフレットなどを通じて、市民や学

校等に周知を図ります。 

■ おもいやり駐車スペース利用証・ヘルプマーク・ヘルプカードの広報啓発 

障がいのある人が困ったときに利用できるよう周知、配付に努め、おもいやりのある

まちづくりを目指します。 
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（２）まもる《差別解消・権利擁護の推進》 

■ 差別解消の推進 

障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的に、点字メニュー作成等のコミ

ュニケーションツール作成事業や物品購入事業、イベント等への手話通訳派遣事業に助

成金を交付します（日光市合理的配慮の支援に係る助成金）。 

■ 虐待等への的確な対応のための体制整備 

日光市障がい者虐待防止センターで、24 時間体制の虐待に関わる通報や届け出の受

理、支援などを通じて、虐待の未然防止や早期発見に努めます。 

■ 虐待防止のための関係者に対する意識啓発 

障害者虐待防止法により、虐待を発見した場合通報が義務付けられていることから、

住民並びに関係者へ周知を図ります。 

■ 見守り体制の充実 

地域や民間の協力事業所等との連携を通じ、見守り体制を強化します。 

■ 権利擁護に関する周知と利用促進 

障がいのある人の権利を守るため、成年後見人制度※の周知及び制度利用のための支援

を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※成年後見制度とは？ 
 

成年後見制度とは、判断能力が不十分なため契約等の法律行為を行えない人を後見人等が

代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。 
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基本目標２ 地域での自立生活への支援                 

【基本方針】 

障がいのある人が、身近な地域で自立して生活することができるよう、経済的支援や、適

切な在宅サービスの利用促進など、地域生活を支えるサービスの充実に努めます。また、障

がいの種類や程度に加え、親亡き後への不安の対応など、多様化するニーズに的確に対応す

ることができる相談体制づくりや、専門的人材の確保・育成等によるサービスの質の向上を

目指します。 

また、障がいのある人それぞれが希望する働き方を実現でき、その能力を最大限に発揮す

ることができるよう就労支援に取り組むほか、工賃の向上・就労定着支援など、安心して働

き続けることができるよう支援します。 

 

【推進に向けた取り組み】 

（１）けんこう《保健・医療の支援》 
■ 医療費の助成等による負担軽減 

重度の障がいがあり、通院が必要な人への経済的負担を軽減するため、医療費等の助

成を行います。 

■ 精神障がいのある人への支援 

長期にわたる治療の継続を支援し、疾病の悪化を防ぐため自立支援医療（精神通院）

や、精神障がいのある人への医療費助成について周知を図ります。 

■ 医療的ケアが必要な障がい児への支援 

医療的ケア児の人数やニーズを把握し、必要な支援を円滑に受けられるよう努めます。 

■ 難病患者への支援 

指定難病特定医療費受給者証及び小児慢性特定疾患医療費受給者証をお持ちの方には、

本人への支援のため、指定難病見舞金を支給します。また、在宅療養の難病患者の生活

支援のため、必要な福祉サービスの利用支援や日常生活用具の給付等を行います。 

■ 感染症等に係る対策 

保健所等の関連機関と連携し、障がいのある人やご家族、福祉事業所等への情報提供

や収集、相談対応に努めます。 

 

（２）そうだん《相談の支援》 

■ 相談支援の充実 

日光市障がい者基幹相談支援センター及び日光市障がい者相談支援センターにおいて、

障がいの特性に配慮した専門的な相談窓口を確保します。また、乳幼児から成人までの

切れ目のないライフサイクルに沿って、相談・就労・情報発信等を行う相談支援体制を

構築します。 
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■ 相談員の養成及び質の向上 

多様化する相談ニーズに対応するため、相談支援専門員・計画相談員などの資質の向

上、専門的知識の習得を図ります。 

■ 自立支援協議会の活動 

多分野にわたる関係機関で構成される「日光市障がい者自立支援協議会」を中心とし

て、地域における様々なニーズや課題についての情報共有や協議を行います。 

 

（３）くらし《福祉サービスの支援》 

■ 各種サービス・制度の普及と利用促進 

障がい福祉計画・障がい児福祉計画に基づき、利用者が適切なサービスを受けること

ができるように、障がいのある人のニーズ、社会的資源を的確に把握するとともに、社

会的資源の整備促進と質の向上を図ります。 

■ 地域生活支援事業の充実 

相談支援事業・意思疎通支援事業・日中一時支援事業・移動支援事業・各種地域生活支

援事業の円滑な実施を務め、利用者のニーズに即したサービスの充実を検討します。 

■ 地域生活支援拠点の充実 

機能１（相談） 

・障がいのある人への、地域生活を支援するための総合調整を図るコーディネート

や緊急時の相談や支援を行います。 

機能２（緊急時の受入れ・対応） 

・介助者の急病や障がいのある人の状態変化等の場合に備え、緊急受け入れや関係

機関との連絡調整等、必要な対応を行います。 

機能３（体験の機会・場の提供） 

 ・親亡き後に備え、入所施設や自宅で暮らす障がいのある人の自立支援を推進する

ため、グループホーム等の体験の機会や場の提供を行います。 

機能４（専門的人材の確保・育成） 

 ・医療的ケア、行動障がいや重度化した障がいのある人に対して、専門的な対応を

行うことができる体制の確保や人材育成を行います。 

機能５（地域の体制づくり） 

 ・地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の

連携体制の構築等を行います。 
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（４）はたらく《就労の支援》 

■ 福祉的就労及び一般就労支援の推進 

一般就労への移行支援や福祉的就労の場の提供など、一人ひとりの希望に応じた就労

機会の充実に努めるとともに、一般企業が障がい者雇用を推進することができるよう、

関係機関との連携強化を行います。また、福祉的就労については、事業所の増加につな

がるよう誘致に関する取組を強化し、障がいのある人の働く場所の確保など、就労環境

の充実を図ります。 

■ 就労後の相談・支援体制の充実  

就職後も安心して働き続けることができるよう、就労後のトラブルや悩みごとの相談

に応じる体制の整備や、企業における障がいへの理解の浸透に取り組みます。 

■ 工賃アップに向けた支援 

事業所の意識向上を図るとともに、事業所のニーズに対応し、独自の商品等の開発や

改善、販路の拡大を支援します。また、福祉事業所の製品を市役所で販売できるスペー

スを確保します。その他、農業と福祉の連携を推進し、働く場の創出や工賃アップ、一

般就労へとつなげられるよう取り組みます。 

■ アビリンピック※参加者への支援 

出場する選手に激励金を贈呈し、優秀な成績が出るよう応援します。 

■ 障がい福祉事業所における共同・新規受注の開拓 

就労施設や在宅で働く障がいのある人の経済的な安定に向けて、共同受注事務局だい

ちを強化するとともに、民間企業や官公庁等からの受注業務の開拓を行います。 

■ 障がい者優先調達※の推進 

「障害者優先調達推進法」に基づき、障がい福祉施設からの物品・サービスの優先調

達を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※優先調達とは？ 

福祉施設や在宅で働く障がいのある人の経済面の自立を進めるため、国や市町村などの公

的機関が、物品やサービスを調達する際に、福祉施設等から優先的・積極的に購入すること

を推進することです。 

※アビリンピックとは？ 

大会の正式な名称は「全国障害者技能競技大会」ですが、親しみやすいものとするため、

愛称として「アビリンピック」を使っています。 

障がいのある人が、日頃培った技能を互いに競い合うことにより、その職業能力の向上を

図るとともに、企業や社会一般の人々に障がいのある人に対する理解と認識を深めてもらい、

その雇用の促進を図ることを目的として開催しています。 
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（５）おかね《経済的負担の支援》 

■ 各種福祉手当の周知 

心身機能の維持向上にかかる医療費の負担や、就労継続の難しさ、工賃の低さなどを

背景に、経済的な不安や困難を抱える障がいのある人が多くなっています。そのため、

経済的な負担軽減に向け、各種制度や手当の周知と利用促進に取り組みます。 

■ 各種減免制度の周知 

税金の免除のほか、公共交通機関等の運賃、ＮＨＫ放送受信料、携帯電話基本使用料

等の各種割引や減免制度の周知、普及に努めます。 
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基本目標３ 安全・安心な生活環境の推進                

【基本方針】 

障がいのある人が、安全な日常生活を送り、社会活動を行うことができるよう、日常的な

地域における見守り活動や、災害時における障がいのある人に配慮した防災対策など、緊急

時の助け合い体制を構築します。 

また、障がいのある人が生活に必要な最新情報を入手するためや、必要なときに必要な情

報を手に入れることができるよう、広報の音訳や点訳、ホームページ機能の強化などによる

効果的な情報提供を行います。 

その他、障がいのある人が快適に日常生活を営むことができるよう、ニーズに応じた移動

支援・行動支援の提供や市内のハード面・ソフト面のバリアフリー化、ユニバーサルデザイ

ン化の推進を行います。 

 

【推進に向けた取り組み】 

（１）あんしん・みまもり《防災・見守り体制の推進》 

■ 防災に関する知識の普及と防災意識の向上 

障がいのある人をはじめとする、一人で避難することが困難な方は、災害時において

特別な配慮が求められます。そのため、地域住民と協力した支援を行うことができるよ

う、防災意識の普及に努めます。 

■ 避難行動要支援者への支援体制の充実 

障がいのある人や高齢者の避難行動要支援者名簿の登録を推進します。名簿登録に同

意いただいた方の情報を、民生委員、自治会、自主防災組織、警察、消防機関など、いざ

というときに避難を支援してくれる方に提供し、緊急時の対応に備えます。 

■ 緊急時のシステムの周知・普及 

聴覚や発話に障がいのある人でも携帯電話から簡単に 119 番通報することができる

「NET119」や、国が整備する通訳オペレーターを介して電話で即時につながることが

できる「電話リレーサービス※」の周知・普及を図り、緊急時の対応を充実させます。 

■ 見守り体制の充実 

障がいのある人への日頃の見守り活動として、地域や民間の協力事業所等との連携に

よる日頃の見守り体制の充実を図ります。 

■ 安全な歩行のための整備 

安心安全な歩行空間の確保ができるよう、歩道の段差解消や点字ブロックなどの整備

を推進するよう働きかけます。また、点字ブロックの上や周辺に物を置かないよう広報

紙や市のホームページにより周知し、住民一人ひとりのマナーを向上させるよう努めま

す。 
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（２）いどう・つながり《情報提供・意思疎通の推進》 

■ ボランティア・ＮＰＯ活動への支援 

ボランティア団体やＮＰＯ団体など、障がいのある人への手助けを行う団体が障がい

福祉の担い手として活躍することができるよう、ボランティア・ＮＰＯの障がいのある

人に対する理解を促進するとともに、ボランティアの活動状況を把握し、育成や活動へ

の支援を充実します。 

■ 公共施設・民間施設のバリアフリー、ユニバーサルデザイン※化の推進 

障がいのある人の行動範囲を広げ、社会参加を促進するとともに、国内外から本市を

訪れる障がいのある人をより円滑に受け入れることができるよう、公共施設・民間施設

をバリアフリーやユニバーサルデザイン化に進めるよう働きかけます。 

■ 障がいのある人に配慮した広報の充実 

広報にっこうは、誰もが「見やすく」「読みやすい」ユニバーサルデザインフォントを

使用して作成します。また、市内ボランティア団体によって、声の広報と点字広報を作

成します。 

■ コミュニケーションツールの普及啓発 

障がいを理由に情報の入手に困難を感じることがないよう、手話を含めた様々なコミ

ュニケーション手段の普及啓発を行うとともに、意思疎通が困難と感じている人の実態

把握と支援策の検討に努めます。 

■ バリアフリーの推進 

現状のバリアフリーマップに加え、ユニバーサルデザインやバリアフリーを考慮した

施設に関するパンフレットや地図の作成を、関係機関に働きかけます。 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ユニバーサルデザインとは？ 
 

すでにある障壁（バリア）を取り除く「バリアフリー」の考え方とは異なり、あらかじめ、

障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいように配慮さ

れた生活環境や施設、製品などのことです。 

※電話リレーサービスとは？ 
 

聴覚や発語に困難がある方ときこえる方を、通訳オペレーターが手話・文字と音声とを通

訳することにより、24 時間 365 日、電話で双方向につなぐサービスです。 
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基本目標４ 生きがいある生き方への支援                

【基本方針】 

障がいの早期発見・早期治療につながるきめ細かなサポート体制を構築し、障がいの特性

に応じた教育・療育や保護者の負担軽減など切れ目のない支援を行うとともに、障がいのあ

る人が、一人ひとりの個性や能力を最大限に発揮し、いきいきと自分らしく生活することが

できるよう、生涯学習、スポーツ・レクリエーション活動の支援を強化します。 

 

【推進に向けた取り組み】 

（１）きづく・つながる《早期発見・早期療育の支援》 

■ 幼児期からの早期療育体制の充実 

障がいのある子どもの成長・発達には、乳幼児期から学童期に至るまでの早い段階で

障がいを発見し、適切な療育につなげることが重要となっています。保護者が早期に療

育相談や指導が受けられるように関係部署の情報連携に努め、幼児期からの早期療育体

制の充実を図ります。 

■ 障がいの特性に応じた支援 

障がいのある子どもに対しては、ライフステージの変化に応じて、一貫した支援・指

導を行うことができるよう、障がいの特性に応じた切れ目のない支援に努めます。また、

ライフステージに応じたガイドブックを作成し周知を図ります。 

 

（２）まなび・そだてる《保育・教育の支援》 

■ こども発達支援センターにおける相談支援体制の充実 

就学前の障がい児の福祉の増進を図るため、こども発達支援センターつばさ園におい

て、療育訓練や生活指導を行います。 

■ 教育相談に対応するための体制の充実 

小中学校において、きめ細かい教育相談に応じられるよう、専門的機関等と連携した

体制の充実に努めるよう働きかけます。 

■ 専門研修の充実 

障がいのある子どもが、自分の能力に応じて自分らしく生活するためには、個に応じ

た適切な支援を行うことができる保育・教育環境の充実が重要となります。そのため、

保育や教育に関わる人の資質向上を図り、多様な障がいに対する理解を深めるために研

修の機会を設けます。 
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（３）いきがい《交流・生きがいの支援》 

■ 市の施設利用時の使用料免除 

障がいのある人がスポーツ施設や文化施設を利用する際に使用料を免除し、経費負担

軽減を図り利用を促します。 

■ 移動手段の支援 

重度の障がいがある人の日常生活や社会参加を支援するためにタクシー券を配付し、

行動範囲の拡大を図ります。 

■ 文化活動の推進 

作品展などの開催については、機会や場所を提供するなどの支援を行い、障がいのな

い人との相互理解と交流を図ります。 

■ 障がいのある人のスポーツの推進 

栃木県で開催される障がい者スポーツ大会の周知を図り、選手を派遣します。また、

世界的・全国的な大会に出場する選手に対し、優秀な成績を収めるよう激励し、障がい

者スポーツの振興を図るために激励金を贈呈します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

第５章 計画の推進に向けて 

１．計画の推進体制                                                  

（１）庁内の連携体制の整備 

障がい者施策は、保健、医療、福祉、教育、就労、生活環境など広範囲にわたるため、関係

各課が連携を図りながら、総合的かつ効果的な計画の推進を行います。 

 

（２）国や県、近隣市町との連携 

計画の推進にあたっては、今後の制度の改正なども重要となることから、国や県からの情

報を収集し、制度の改正などの変化を踏まえて施策を展開します。 

また、専門的な知識が求められるケースや、広域的な対応が望まれるものなどについては、

県や近隣市町との連携や情報交換を行い、適切な対応に努めます。 

 

（３）市民との協働による福祉の推進 

障がい者施策を含む福祉施策においては、行政と市民や家庭、地域、学校、事業所など、

様々な主体が互いに連携し、それぞれの役割を果たしながら協働していくことが重要となり

ます。そのため、地域住民の自主的な活動を広げるとともに、地域で解決できない問題に対

しては行政が対応するという、「自助・共助（互助）・公助」の地域福祉の考え方に基づき、障

がい者福祉の推進を図ります。 
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２．計画の進行管理                           

計画の進行管理については、ＰＤＣＡサイクル「計画（Plan）をたて、それを実行（Do）

し、実行の結果を分析・評価（Check）して、さらに計画の見直しを行う（Action）という

一連の流れ」を活用します。 

評価については、「障がい福祉計画（第６期）」の実績を踏まえつつ、第４章において掲げ

た「推進に向けた取り組み」に伴う具体的施策の実施状況や、その成果を毎年度把握するこ

とにより行います。 

その内容を、日光市障がい者自立支援協議会に報告するとともに、市ホームページで公表

し、各施策の課題や改善点を明らかにした上で、今後の施策の充実に活かしていきます。 

 

■ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の策定 
（Ｐｌａｎ） 

分析・評価 
（Ｃｈｅｃｋ） 

見直し・改善 
（Ａｃｔｉｏｎ） 

計画の実行 
（Ｄｏ） 



 

 

 

 


